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（
財
政
金
融
委
員
会
）

株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
七
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
最
近
の
経
済
金
融
情
勢
及
び
金
融
機
関
の
金
融
の
円
滑
化
へ
の
対
応
状
況
に
鑑
み
、
中
小
企
業
者
等
に
対
す

る
金
融
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
臨
時
措
置
に
関
す
る
法
律
の
有
効
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
に
伴
い
、
過
大
な
債
務
を
負
っ
て

い
る
事
業
者
の
事
業
の
再
生
を
支
援
す
る
た
め
、
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う

）
が
支
援
決
定

。

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
期
限
の
延
長
等
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
支
援
決
定
期
限
の
延
長

機
構
が
支
援
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
期
限
（
機
構
の
成
立
の
日
（
平
成
二
十
一
年
十
月
十
四
日
）
か
ら
二
年
以
内
）

を
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

二
、
対
象
事
業
者
に
対
す
る
再
生
支
援
の
完
了
期
限
の
延
長

機
構
が
あ
ら
か
じ
め
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
事
業
者
に
対
し
支
援
決
定
を
行
っ
た
場
合
に
当
該
支
援
決
定
に
係
る
全

て
の
再
生
支
援
を
完
了
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
限
（
機
構
の
成
立
の
日
か
ら
五
年
以
内
）
を
、
平
成
二
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。



- -2

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し
て
再
生
支
援
の
申
込
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
業
者
か
ら
、
政

令
で
定
め
る
大
規
模
な
事
業
者
を
除
く
（
た
だ
し
、
事
業
の
再
生
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
、
地
域
経
済
の
再
建
等
に
甚
大
な
影
響

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
主
務
大
臣
が
認
め
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
再
生
支
援
の
申
込
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
こ
と

と
す
る
等
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。


